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報告事項 

 

１　国民健康保険の実施状況について 

（１）令和７年度国民健康保険会計の状況 

 

① 保険給付費の状況 

 

 

　② 国保税の収納状況（現年度分） 
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（２）令和７年度特定健診等の実施状況 

○特定健診の実施状況 

・自己負担金のワンコイン化 

令和６年度から，集団健診及び医療機関健診の自己負担金を一律500円に統一し，受診率向

上を図っている。 

 

【実績】 

　特定健診の受診率の推移 

 
　　※市の令和７年度受診率目標値は37％（第４期特定健康診査等実施計画） 

 

【周知】 

・広報みとへの掲載のほか，本庁舎モニターで受診を呼びかけた。 

・ラジオLuckyFM茨城放送に出演し，健診受診の必要性を呼びかけた（新規） 

・水戸商工会議所及び水戸薬剤師会等関係団体を通し，各事業所等にポスター及びチラシ

を配布。 

・市内各郵便局及びマイレージ協賛企業にポスター掲示を依頼。（新規） 

 

【受診券の送付】 

・６月：40歳以上の国保被保険者に受診券を一斉送付。（35,459件） 

　　　　35～39歳の国保被保険者に受診券を送付。（866件） 

・６月から１月：年度途中の国保加入者に受診券を送付。（2,890件） 

  

【受診勧奨】 

・未受診者受診勧奨 

　過去の健診受診の状況やレセプト等からＡＩやナッジ理論を活用し，未受診者の特性に 

合わせた６パターンの受診勧奨の通知を送付。(19,334件)　 

　通知後，受診が確認できない者へ，再勧奨通知を送付。（11,770件）（拡充） 

　40歳（無料対象者）の未受診者に対し，再勧奨通知を送付。（322件） 

・集団健診をキャンセルした者に対し，電話で受診勧奨を実施。（拡充） 

 

【情報提供事業（みなし健診）】 

・レセプト情報から，糖尿病等で通院中であり特定健診未受診者に，情報提供依頼の通知 

を送付。(3,000件) 

・特定健診実施医療機関に，情報提供事業の事業促進を依頼。（86か所） 

 

実績の推移 

 

 

 

 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

水戸市 23.4% 26.4% 30.7% 34.0% 37.0%(見込み)

茨城県 33.5% 35.6% 37.3% 38.3%

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

人数 219人 174人 202人 566人 458人
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○特定保健指導の実施状況 

　・健診会場での初回面接の分割実施 

令和６年度から，特定健診の集団健診会場で初回面接の分割実施。 

・人間ドック実施機関での特定保健指導の実施（新規） 

人間ドックを実施している医療機関のうち，５機関で特定保健指導を実施。（11件） 

（令和７年12月時点） 

 

【実績】 

　　特定保健指導の実施率の推移 

 

 

 

 

　　※市の実施率目標値　令和６年度 15％，令和７年度 20％（第４期特定健康診査等実施計画） 

 

【特定保健指導未利用者対策】 

　　　・特定保健指導対象者のうち，未利用者に対し，通知・訪問による利用勧奨を実施。通知 

送付（208 件），うち 17件が特定保健指導につながった。 

 

 

　○「腎臓を守ろう！みとネットワーク事業」の推進（令和７年 12 月末） 

　　　早期に医療につなげ，人工透析への移行防止を目的に，水戸市医師会と連携し，病診ネッ

トワークを構築し事業推進を図っている。 

① 糖尿病性腎症重症化予防事業 

　　　・特定健診の結果，HbA1c 高値の者に対し，通知や訪問，電話による受診勧奨を実施。 

(82 件） 

・過去に糖尿病で治療をしていたが，１年以上治療を中断している者に対し，通知・訪問 

等よる受診勧奨を実施。（35 件） 

 

② 慢性腎臓病予防事業 

特定健診（集団健診）の結果，腎機能低下の所見が見られる者に対し，受診勧奨を実施。 

（健診結果に受診勧奨チラシを同封）（1,135 件） 

 

○その他の保健事業（令和８年１月時点） 

① 健診異常値放置者への受診勧奨 

　　　　特定健診とレセプト情報のデータ分析結果をもとに，健診結果が要精密となっているに 

もかかわらず医療機関へ受診のない者に対し，受診勧奨通知を送付。(338 件) 

重症化リスクが高い者に対し，訪問等により受診勧奨を実施。（24 件） 

 

　　② 受診行動適正化指導事業 

１か月あたり同系薬剤２種類以上または同じ診療内容で２か所以上の医療機関通院を３ 

か月以上継続している者に対し，保健指導を実施。 

 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

実施率 8.5% 11.8% 12.5% 26.8% 27.0％(見込み)

実施者数 92人 142人 161人 368人 400人(見込み)
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　　③ 治療中断者への受診勧奨 

　　　高血圧又は脂質異常と診断され内服処方を受けていたが，その後受診が確認できていな 

い者に対し，受診勧奨を実施。 

 

　④ 生活習慣病予防健診（早期介入） 

　　   18 歳～39 歳の被保険者に対して健診を実施し，そのうち健診結果が要指導・要精密検査 

の者に対し保健指導・受診勧奨に関する通知を送付。 
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２　その他 

（１）課税限度額の改正 

① 改正の概要 

令和７年12月に，「令和８年度税制改正の大綱」がまとめられ，国民健康保険税の課税限

度額のうち，医療分（基礎課税分）が引き上げられる。 

 

 

　　② 今後の対応 

今後，通常国会での地方税法改正法案の成立及び地方税法施行令の改正政令の公布 

（令和８年３月下旬）に合わせ，水戸市国民健康保険税条例の関係規定を改正する予定。 

 

【改正前後の限度額超過世帯数及び限度超過額】 

 

※令和７年度の値は令和７年９月末時点，改正後試算は限度額を改正した場合の試算。 

　　 

③ 施行期日（予定） 

　　　 令和８年４月１日 

 
区　分 現行限度額 改正後限度額

 
医療分（基礎課税分） 660,000円 670,000円

 
後期高齢者支援金分 260,000円 260,000円

 
介護納付金分 170,000円 170,000円

 
合　計 1,090,000円 1,100,000円
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（２）保険税軽減判定所得の基準額の改正 

① 改正の概要 

令和７年12月に，「令和８年度税制改正の大綱」がまとめられ，経済動向等を踏まえ，国

民健康保険税のうち，均等割の軽減措置について，５割及び２割軽減における軽減判定所得

基準額が引き上げられる。 

 

　　　　 

② 今後の対応 

今後，通常国会での地方税法改正法案の成立及び地方税法施行令の改正政令の公布 

（令和８年３月下旬）に合わせ，水戸市国民健康保険税条例の関係規定を改正する予定。 

 

【改正前後の人数，世帯数及び軽減額】 

 

※令和７年度の値は令和７年９月末時点，改正後試算は基準額を改正した場合の試算。 

 

　　③ 施行期日（予定） 

令和８年４月１日

 区 分 改正前基準額 改正後基準額

 
７割 

軽減

基礎控除額（43万円） 

＋（給与所得者等の数－１）×10万円

基礎控除額（43万円） 

＋（給与所得者等の数－１）×10万円 

　※改正なし

 
５割 

軽減

基礎控除額（43万円） 

＋ 30.5万円 × 被保険者数 

＋（給与所得者等の数－１）×10万円

基礎控除額（43万円） 

＋ 31.0万円 × 被保険者数 

＋（給与所得者等の数－１）×10万円

 
２割 

軽減

基礎控除額（43万円） 

＋ 56.0万円 × 被保険者数 

＋（給与所得者等の数－１）×10万円

基礎控除額（43万円） 

＋ 57.0万円 × 被保険者数 

＋（給与所得者等の数－１）×10万円
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